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船舶事故調査報告書 

 

                              平成２８年８月４日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  庄 司 邦 昭（部会長） 

                         委   員  小須田   敏 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 火災 

発生日時 平成２７年１０月２８日 １９時３９分ごろ 

発生場所 鹿児島県西之表
にしのおもて

市西之表港塰
あま

泊
どまり

 

西之表港南防波堤灯台から真方位１５７°７２０ｍ付近 

 （概位 北緯３０°４３.５′ 東経１３０°５９.１′） 

事故の概要 漁船吉富
よしとみ

丸は、係留中、火災が発生した。 

吉富丸は、操舵室等が焼損し、後日、解体処分された。 

事故調査の経過  平成２７年１０月２９日、本事故の調査を担当する主管調査官（門

司事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

漁船 吉富丸、３.８５トン 

 ＫＧ３－８５６６（漁船登録番号）、個人所有 

 ９.２５ｍ（Lr）×２.３５ｍ×０.８１ｍ、ＦＲＰ 

 ディーゼル機関、漁船法馬力数７０、昭和５３年５月１７日 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ８３歳 

 一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

  免許登録日 昭和５０年５月３０日 

  免許証交付日 平成２６年６月２日 

（平成３１年１１月８日まで有効）          

 死傷者等 なし 

 損傷 焼損（全損） 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北西、風力 ４、視界 良好 

海象：海上 平穏 

日没時刻：１７時３３分ごろ 

 事故の経過  本船は、西之表港塰泊の定係地に無人の状態で係留中、平成２７年

１０月２８日１９時３９分ごろ、付近を通行していた者（以下「本件

通報者」という。）によって火災が発見され、消防署に通報された。 

 本船は、地元の消防署の消火活動により２０時４４分ごろ鎮火し

た。 

 本船は、焼損が激しく、後日、解体処分とされた。 

（付図１ 事故発生場所概略図 参照） 

 その他の事項 本船は、前部甲板下に船首側から順に３つの物入れと１つの魚倉が
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 あり、その船尾側に機関室が、機関室船尾側に物入れと舵機室があ

り、機関室の上には操舵室が配置されていた。 

本船は、１０月２６日から定係地に係留されていた。 

船長は、２８日１５時ごろから、１１月に解禁される漁の操業準備

の目的で電動の巻上げウインチの試運転を行ったのち、１７時ごろに

帰宅していた。 

船長は、機関室右舷側の床に置かれていたバッテリを６月ごろに交

換していたが、操舵室右舷後部にある配電盤と同バッテリとの間に設

置された主スイッチを切らないと、翌朝にはバッテリが電圧降下を起

こすことを知っていた。 

船長は、ふだん、機関を停止した後に主スイッチを切ることにして

いたが、１０月２６日に係留したとき、主スイッチを切ったかどうか

覚えていなかった。 

本件通報者は、火災発見時、操舵室の上半分が燃えており、本船の

機関は運転中で冷却水の排出も認めていた。 

本船の機関製造メーカの情報によれば、主スイッチを切った状態で

は、セルモータに電源が供給されないので、エンジンが始動する可能

性は少ない。 

船長は、ふだん、機関を停止する場合、キー操作及びエンジンスト

ップボタンによらずに、燃料調整リンク部にひもを接続させ、そのひ

もを引くことによって燃料を遮断し、機関を停止させていた。 

本船操舵室には、ＧＰＳプロッター、機関計器盤、魚群探知機、航

海灯及び照明灯関係の分電盤が設置されていた。 

船長は、電路の絶縁抵抗の測定を行ったことがなかった。 

本船の機関室には、自動拡散型消火器がなかった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

不明 

あり 

なし 

 本船は、西之表港塰泊の定係地に無人の状態で係留中、操舵室から

出火したものと考えられる。 

本船は、本件通報者によって操舵室の上半分が燃えている状態で発

見されたとき、主機が運転中であったものと考えられるが、操舵室が

焼損していることから、出火するに至った状況を明らかにすることは

できなかった。 

原因 本事故は、夜間、本船が、西之表港塰泊の定係地に無人の状態で係

留中、操舵室から出火したことにより発生したものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・定期的に電路の絶縁抵抗を測定すること。 
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付図１ 事故発生場所概略図 
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